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衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
発
効
が
見
込
め
な
い
中
で
の
予
算
執
行
及
び
法
施
行
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

�
に
つ
い
て

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
脱
退
手
続
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協

定
第
三
十
・
六
条
�
に
お
い
て
「
締
約
国
は
、
書
面
に
よ
り
寄
託
者
に
対
し
て
脱
退
の
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
協

定
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
脱
退
す
る
締
約
国
は
、
同
時
に
、
第
二
十
七
・
五
条
（
連
絡
部
局
）
の
規
定
に
従
っ
て

指
定
さ
れ
る
総
合
的
な
連
絡
部
局
を
通
じ
て
、
他
の
締
約
国
に
対
し
て
自
国
の
脱
退
を
通
報
す
る
。
」
と
規
定
す
る
と
と
も

に
、
脱
退
が
効
力
を
生
ず
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
同
条
�
に
お
い
て
「
脱
退
は
、
締
約
国
が
異
な
る
期
間
に
つ
い
て

合
意
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
が
�
の
規
定
に
従
っ
て
書
面
に
よ
り
寄
託
者
に
対
し
て
通
告
を
行
っ
た

後
六
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
発
効
後
の
脱
退
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
は
、
現
時
点
で

発
効
し
て
い
な
い
。

�
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
仮
に
米
国
が
脱
退
を
し
た
場
合
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね

に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
発
効
後
の
加
入
手
続
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
第
三
十
・

四
条
�
に
お
い
て
「
加
入
は
、
当
該
国
又
は
独
立
の
関
税
地
域
と
締
約
国
と
の
間
で
合
意
す
る
条
件
に
従
う
も
の
と
し
、
か

つ
、
各
締
約
国
及
び
加
入
し
よ
う
と
す
る
国
又
は
独
立
の
関
税
地
域
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
加
入
候
補
国
」
と
い
う
。
）

の
関
係
す
る
国
内
法
上
の
手
続
に
よ
る
承
認
の
後
に
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
国
会
の
関
与
の
在
り

方
を
含
め
て
い
か
な
る
国
内
法
上
の
手
続
が
必
要
と
な
る
か
に
つ
い
て
、
当
該
合
意
す
る
条
件
を
踏
ま
え
た
上
で
、
個
別
具

体
的
な
事
例
に
即
し
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
関
連
予
算
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
総
合
的
な
Ｔ
Ｐ
Ｐ
関
連
政

策
大
綱
」
（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日
Ｔ
Ｐ
Ｐ
総
合
対
策
本
部
決
定
。
以
下
「
大
綱
」
と
い
う
。
）
を
実
現
す
る
た

め
の
予
算
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
金
額
は
、
平
成
二
十
七
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
約
四
千
八
百
七
十
五
億
円
、
平
成
二

十
八
年
度
当
初
予
算
に
お
い
て
約
千
五
百
八
十
二
億
円
及
び
同
年
度
第
二
次
補
正
予
算
に
お
い
て
約
五
千
四
百
四
十
九
億
円

で
あ
る
。

二



平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
に
成
立
し
た
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
整
備
法
」
と
い
う
。
）
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
関
連
す
る
国
内
法
の
規
定
の
整
備
を
総
合
的
・
一
体
的
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
大

綱
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
大
筋
合
意
を
受
け
、
こ
れ
ら
の
国
内
法
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
も
含
め
、
我
が
国
の
経
済
再
生
、

地
方
創
生
の
た
め
に
必
要
な
政
策
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
影
響
に
関
す
る
国
民
の
不
安
を
払
拭
す
る
政
策
の
目
標
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
で
あ
る
。

�
及
び
�
に
つ
い
て

大
綱
に
掲
げ
ら
れ
た
施
策
に
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
発
効
を
見
据
え
、
こ
れ
に
備
え
る
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
た
、
海
外
展

開
を
行
お
う
と
す
る
中
小
企
業
等
へ
の
支
援
、
対
内
直
接
投
資
の
活
性
化
、
農
林
水
産
業
の
体
質
強
化
と
い
っ
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協

定
の
発
効
を
前
提
と
せ
ず
に
取
り
組
む
べ
き
施
策
と
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
発
効
後
に
必
要
と
な
る
施
策
の
二
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
ま

で
措
置
し
た
大
綱
を
実
現
す
る
た
め
の
予
算
は
、
前
者
に
該
当
す
る
施
策
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
発
効
い

か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の「
国
内
農
畜
産
の
振
興
に
欠
か
せ
な
い
法
律
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

三



Ｔ
Ｐ
Ｐ
整
備
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

に
基
づ
く
肉
用
牛
及
び
肉
豚
に
つ
い
て
の
交
付
金
の
交
付
並
び
に
Ｔ
Ｐ
Ｐ
整
備
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
砂
糖
及

び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
に
基
づ
く
輸
入
加
糖
調
製
品
の
砂
糖
と
の
価
格
調

整
に
関
す
る
措
置
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
に
よ
っ
て
生
ず
る
関
税
の
引
下
げ
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
後
者

に
該
当
す
る
施
策
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
整
備
法
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
連
す
る

規
定
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
整
備
法
附
則
第
一
条
に
規
定
す
る
発
効
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四


